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令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（総務省情報流通行政局情報流通振興課） 

項 目 名 
国立研究開発法人情報通信研究機構が政府のみを出資者とする法人となるこ
とに伴う税制上の所要の措置 

税 目 登録免許税、所得税、印紙税、消費税、法人税 

要

望

の

内

容 

(1)要望の必要性 
独立行政法人の抜本改革のため、すべての独立行政法人の全事務・事業及び全資産

を精査し、講ずべき措置を取りまとめた「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本
方針」（平成 22 年 12 月閣議決定）を踏まえ、総務省の外部有識者による検討会での
検討結果、国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）の信用基金
については、既存案件の保証期間等が終了次第、速やかに清算するものとされてい
る。今般、信用基金を清算するため、機構は令和５年５月に同信用基金への政府以外
の者からの出資金を全額出資者に払戻しを完了しており、これに伴い、機構の出資状
況が変更され、政府のみを出資者とする法人となることから、(2)の税制上の所要の措
置を講ずる必要がある。 
 
(2)要望の内容 
○登録免許税 

「登録免許税法別表第三の十九の二の項の規定に基づき、自己のために受ける登記
等につき登録免許税を課さない独立行政法人等を指定する件（非課税登記関係）」
（平成十五年九月三十日財務省告示第六百十号）の「国立研究開発法人情報通信研究
機構」の項を削り、「登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己
のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件（非課
税法人関係）」（平成十三年三月十五日財務省告示第五十七号）に国立研究開発法人
情報通信研究機構の項を追加し、「名称 国立研究開発法人情報通信研究機構 根拠
法 国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号）」を規定
する。 
 
○所得税 
 「所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指
定する件」（平成十五年財務省告示第六百五号）による機構の指定を継続する。 
 
○印紙税 
「別表第三 非課税文書の表（第五条関係）」の「国立研究開発法人情報通信研究

機構法（平成十一年法律第百六十二号）第十四条第一項第一号から第八号まで（業務
の範囲）の業務及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成二年法律第三十五
号）第六条第一項第一号（機構による特定通信・放送開発事業の推進）の業務に関す
る文書」の項を削り、「印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税
を課さない法人を指定する件」（平成十三年三月十五日財務省告示第五十六号）に国
立研究開発法人情報通信研究機構の項を追加し、「名称 国立研究開発法人情報通信
研究機構 根拠法 国立研究開発法人情報通信研究機構法（平成十一年法律第百六十
二号）」を規定する。 
 
○消費税 
 「別表第三（第三条、第六十条、附則第十九条の三関係）」の「独立行政法人（所
得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。）」の項への機構の該当
性を継続する。 
 
○法人税 
「法人税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外
の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件」の「国立研究開発法人情報通信
研究機構」の項を削り、「法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人
税を課さない法人を指定する件」に国立研究開発法人情報通信研究機構の項を追加
し、「名称 国立研究開発法人情報通信研究機構 根拠法 国立研究開発法人情報通
信研究機構法（平成十一年法律第百六十二号）」を規定する。 
 

 



  012 
 

 

 平年度の減収見込額  ▲０．７百万円 

(制度自体の減収額) ( － 百万円) 

(改 正 増 減 収 額) ( － 百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

－ 

 

 

 

 

 

 

⑵ 施策の必要性 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

－ 
 
 
 
 

政 策 の 

達成目標 

－ 
 
 
 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

－ 
 
 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

－ 
 
 



  013 
 

政策目標の

達 成 状 況 

－ 
 
 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

 
－ 
 
 
 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

－ 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の措置 

－ 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

－ 
 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

－ 
 
 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

－ 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関

連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

－ 
 
 
 
 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

－ 
 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

－ 
 
 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

－ 
 
 
 



  014 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

－ 
 
 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

－ 

 


